
五木村農業委員会総会議事録 

 

1．開催日時：平成 30年 5月 10日（木）午前 9時 30分～10時 00分 

2．開催場所：五木村役場 2階 小会議室 

3．出席委員：5名 

   会長  2番 松井秀夫 

   副会長 7番 森下德光 

   委員  1番 中村恒雄 

   〃   5番 印道清子 

   〃   6番 中村弘信 

4．欠席委員：1名 

委員  4番 尾方重継 

5．議事録署名委員  5番 印道清子 

          7番 森下徳光 

6．議事日程 

  日程第 1 議事録署名委員の指名について 

  日程第 2 会期の決定について 

  日程第 3 会議書記の指名について 

  日程第 4 議案第 5号 農地法第 3条の規定による許可書について 

  日程第 5 その他 平成 30年度農作業標準賃金について 

   

7．農業委員会事務局職員 

    事務局長 豊永勝彦 

    係長   村山義治 

    主事   森下聖太 



8．会議の概要 

豊永事務局長 

 

 

 

 

松井会長 

 

 

 

 

 

 

豊永事務局長 

 

 

 

議長（会長） 

 

議長 

 

 

 

議長 

お疲れ様です。定刻より少し早いですが、皆さんお揃いの

ようですので、ただ今から平成 30 年第 3 回農業委員会総

会を開催いたします。 

それでは、松井会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

こんにちは。気温も暖かくなり、春の農作業も本格になっ

てきました。私の茶園も順調で、連休中の間に茶摘みも終

えました。例年と比べて早かったです。これからの季節、

梅雨時期に入るので、災害などには、気をつけていきまし

ょう。そして、農林課との連携も引き続きとっていきたい

と思います。 

 

ありがとうございました。それでは、会議規則第 4条によ

り会長が議長となり議事を進行していただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

それでは、会議規則第 6条により本日の会議を開きます。 

 

日程第 1、議事録署名委員の指名を行います。本日の議事

録署名委員は、5番 印道清子委員、7番 森下徳光委員に

お願いいたします。 

 

日程第 2、会期の決定について、おはかりいたします。本



 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

豊永事務局長 

村山係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会の会期は、本日 1日間としたいと思いますが、それに

異議ございませんか。 

― （異議なしの声あり） ― 

異議なしと認め、会期は本日 1日間とします。 

日程第 3、会議書記の指名を行います。本日の会議書記及

び事務従事者に、村山係長及び森下主事を指名いたしま

す。 

それでは、議案の審議に入ります。 

 

日程第 4、議案第 5号、「農地法第 3条の規定による許可に

ついて」を議題とします。事務局に議案の説明を求めます。 

 

議案書および資料をお願いします。 

議案第 5 号、「農地法第 3 条の規定による許可申請につい

て」 

平成 30 年 4 月 23 日、五木村農業委員会会長あてに、農

地法第 3 条の規定による許可申請があったので審議され

たい。 

平成 30年 5月 10日提出 

五木村農業委員会会長 松井 秀夫 

 

許可を受けようとする土地の所在地は、資料に記載のとお

りでございます。 

現在、譲渡人所有の土地を譲受人へ所有権移転するもの



 

 

 

 

議長 

 

 

 

森下委員 

 

 

 

議長 

 

 

中村恒雄委員 

 

松井会長 

 

 

中村弘信委員 

事務局長 

 

議長 

です。現地については、平成 30年 5月 7日に事務局及び

担当の森下委員と現地確認をおこなっております。 

以上で説明を終わります。 

 

議案の説明が終わりました。これより審議を行います。ま

ず、現地確認に行かれた森下委員より、現地の状況報告や

意見等を伺いたいと思います。 

 

現地に行ったところ、雑草が多く、だいぶ手入れされてい

ない様子だった。耕作するなら、サルなどの被害対策が必

要であると感じた。 

 

それでは、質疑に移りたいと思います。質疑ございません

か。 

 

サルの被害対策の他に、シカやイノシシの対策も必要にな

るのではないか。 

近頃は、その農地に行っていないので状況がよく分からな

いが、近くに譲受人の農地があるので、一緒に管理できる

と思う。 

その農地では、何を植えるのか。 

野菜等だと聞いています。 

 

この他、質疑はありませんか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

豊永事務局長 

 

【質疑なし】 

他にないようですから、これで質疑を終わります。 

これより、採決を行います。 

議案第 5 号、「農地法第 3 条の規定による許可申請につい

て」承認することに賛成の方は挙手お願いします。 

【全員賛成】 

全員賛成であります。 

 

議案第 5号については、原案どおり可決致しました。。 

これをもちまして、本日の審議はすべて終了しました。 

 

【閉会】 

以上をもちまして、本日の総会を閉会します。お疲れ様で

した。 

 

   平成 30年 5月 10日 

議事録署名     5番 印道 清子   ㊞ 

          7番 森下 德光   ㊞ 


